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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【公表番号】特表2013-500023(P2013-500023A)
【公表日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-001
【出願番号】特願2012-521914(P2012-521914)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｌ   1/164    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ   1/164   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月29日(2013.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　澱粉系結合マトリックス中に固定された（set）未加熱調理粒状シリアルを特徴とする
、食物凝集体。
【請求項２】
　澱粉系結合マトリックスが、凝集体の５から２０重量％までを構成する、請求項１に記
載の食物凝集体。
【請求項３】
　澱粉系結合マトリックスが、凝集体の５から１５重量％までを構成する、請求項２に記
載の食物凝集体。
【請求項４】
　最大寸法で２から１２ｍｍまでの大きさ、０．３から０．５ｃｍ３までのかさ密度、お
よび３から８重量％までの含水率を有する、請求項１～３の何れかに記載の食物凝集体。
【請求項５】
　耐摩耗性、クランチ性および破砕性のテクスチャー特性を有する、請求項１～３の何れ
かに記載の食物凝集体。
【請求項６】
　１２．５ｍｍのアクリル製円筒プローブを装備したＳｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔ
ｅｍｓ　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ　ＸＴ２ｉで計測した場合、１０から２０ｋ
ｇまでの力の、圧縮に対するピーク抵抗値を示し、全抵抗値が５から１０ｋｇまでである
、請求項５に記載の食物凝集体。
【請求項７】
　以下の成分の混合物から形成される、請求項１～６の何れかに記載の食物凝集体。
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【表１】

【請求項８】
　以下の成分の混合物から形成される、請求項１～６の何れかに記載の食物凝集体。

【表２】

【請求項９】
　前記澱粉系マトリックスが、デキストリン、タンパク質およびガムのうちの１種または
複数と共に澱粉を含む、請求項１～８の何れかに記載の食物凝集体。
【請求項１０】
　前記デキストリン、タンパク質および／またはガムが、結合マトリックスの最大４０重
量％の量で存在する、請求項９に記載の食物凝集体。
【請求項１１】
　食物凝集体を調製する方法であって、
粒状シリアルと澱粉系結合マトリックスの混合物をドライブレンドするステップ、
該結合マトリックスが水和するのに十分な量の水を該ブレンドに添加するステップ、
マトリックス材料が粒状シリアルを結合させるのに十分であるが、粒状シリアルを加熱調
理するまたはトーストするのに不十分である熱を発生させながら、得られた混合物を出口
へ押出しするステップ、
押出した凝集体を所望の大きさの小片に切断するステップ、および
凝集体小片を乾燥させるステップ
を特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記水が、押出機に対するプレコンディショナー中で、もしくは押出機のバレル中で、
またはプレコンディショナーとバレルに分割されて、該ブレンドに添加される、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記プレコンディショナーおよび押出機が、以下の条件およびパラメータの下で運転さ
れる、請求項１１または１２に記載の方法。
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【表３】

【請求項１４】
　前記プレコンディショナーおよび押出機が、以下の条件およびパラメータの下で運転さ
れる、請求項１１または１２に記載の方法。

【表４】
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